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内閣法制局行政文書取扱規則を次のように定める。

平成23年4月1日

内閣法制局長官梶田信一郎

内閣法制局行政文書取扱規則

目次

第1章総則（第1条一第3条）

第2章文書の受付、決裁、発送等（第4条一第14条）

第3章行政文書及び保有個人情報の開示（第15条・第16条）

第4章補則（第17条）

附則

第1章総則

(目的）

第1条この訓令は、内閣法制局における文書（図画及び電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られた記録をいう。以下同じ。 ）を含む。以下同じ。 ）の受付、決裁、発

送その他行政文書の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、事務の適

正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。

（定義）

第2条この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。

(1) 行政文書公文書等の管理に関する法律（平成21年法律第66号）第

2条第4項に規定する行政文書をいう。

（2） 保有個人情報行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成



15年法律第58号｡以下「個人情報保護法」という。 ）第2条第5項に規

定する保有個人情報をいう。

(3) 文書管理システム総務省が文書管理業務の業務・システム最適化計画

（平成19年4月13日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定）に

基づき整備した政府全体で利用可能な一元的な文書管理システムをいう。

(4)旅費等内部管理業務共通システム旅費、謝金・諸手当及び物品管理の

各業務・システム最適化計画（平成21年7月1日各府省情報化統括責任

者(CIO)連絡会議決定）に基づき、全府省において導入された旅費等内部

管理業務共通システムをいう。

(5) 部課第一部、第二部、第三部、第四部、長官総務室総務課（以下「総

務課」という。 ）及び長官総務室会計課（以下「会計課」 という。 ）をい
一

つ。

（6） 総括文書管理者内閣法制局行政文書管理規則（平成23年4月1日内

閣法制局訓令第1号。以下「行政文書管理規則」という。 ）第3条に規定

する総括文書管理者をいう。

（7） 文書管理者行政文書管理規則第5条に規定する文書管理者をいう。

（8） 文書管理担当者行政文書管理規則第5条の2に規定する文書管理担当

者をいう。

（秘密文書の取扱い）

第3条秘密文書の取扱いについては、別に定めるところによるほか、 この訓

令を適用する。

第2章文書の受付、決裁、発送等

(II辰簿）

第4条総務課に次のII展簿を備える。

(l) 公文件名簿（様式第1号）

（2） 情報公開開示請求受付簿（様式第2号）

（3） 保有個人情報開示請求受付簿(様式第3号）

（文書の受付と配布）

第5条内閣法制局に送付された文書（内閣法制局長官、内閣法制次長、各部

長、総務主幹及び各課長に宛てられたものに限る。次項において同じ。 ）の

受付は、総務課において行うものとする。ただし、書籍、親展文書、内容が

軽微な連絡文書等で総務課長が必要がないと認めたものについては、受付の

手続を省略することができる6

2 総務課は、文書を受領したときは､’受付番号を付与した上、文書管理シス

テムの文書受付簿に所要の事項を記載して、関係する部課に配布する。

（閣議請議書等の受付と配布）



第6条前条第2項の規定にかかわらず、総務課は、閣議請議書及び公布奏上

書並びにこれらの処理に係る文書（以下「閣議請議書等」という。 ）を受領

したときは、別に定める法令案及び条約案の文書記号及び受付番号を付与し

た上、公文件名簿に所要の事項を記載して、関係する部課に配布する。

（起案様式）

第7条決裁を求める場合には、閣議請議書等に係る起案を除き、文書管理シ

ステム及び旅費等内部管理業務共通システムの起案様式を用いて起案するも

のとする。

2 前項の規定にかかわらず、持ち回る必要がある決裁については、起案書

（様式第4号）を用いて起案するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、緊急を要する決裁、軽微な内容の決裁又は各

部において部長が指定した決裁については、適宜の様式を用いて起案するこ

とができる。

4 閣議請議書等に係る起案は、別に定める様式による。

（専決処理)

第8条別表第1に掲げる事項については、異例のもの又は特別に重要なもの

を除き、同表の専決権者欄に掲げる者が専決処理することができる。

（代決）

第9条決裁権者が出張又は休暇その他の事由により不在のときは、あらかじ

め指定する者が代理の表示をして決裁を行うことができる。

2 前項の規定により決裁を行った者は、速やかに決裁権者に報告しなければ

ならない。

（文書番号等）

第10条決裁済の文書（内閣法制局長官、内閣法制次長、各部長、総務主幹

及び各課長名で施行するものに限る。 ）には、必要に応じ別表第2に定める

文書番号表に従って文書番号を付与し、文書管理システムの文書施行簿によ

って管理するものとする。

2 閣議請議害等に係る決裁済の文書については、別に定める文書番号を付与

するものとする。

（押印等の手続）

第11条発送すべき文書の決裁が終わったときは、公印を管理する者から公

印及び契印の押印の手続を受けるものとする。ただし、電磁的記録について

は、当該手続に代えて、電子署名を付する等所要の措置を講ずるものとする。

2 発送する文書のうち、決裁権者が、前項に規定する公印及び契印の押印の

手続又は電子署名を付する等所要の措置を採る必要がないと認めるものにつ

いては、 これらを省略することができる。



〆
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3 電子署名を付する等のため、内閣府その他の関係機関が設置した認証局

（電子署名の発行、検証等を行う電子計算機システムをいう。以下この項に

おいて同じ。 ）を利用する場合には、当該関係機関に対し電子署名に必要な

符号及び記録媒体の発行を申請し、当該符号を記録した電磁的記録媒体（次

項において「官職署名ICカード」という。 ）の貸与を受け、かつ、当該関

係機関の認証局の運用管理規定を遵守するものとする。

4電子署名を付する等のために必要な符号及び官職署名ICカードは、文書

管理者において、厳重に管理し、改ざん、遺漏等を防止する措置を講ずるも

のとする。

（文書の発送）

第12条文書の発送（次条に定める場合及び部課の文書管理者が指定したも

のを除く。 ）は、総務課において郵送、使送その他確実に送達できる方法で

行う。ただし、会計課の所掌に係る文書は、会計課において発送する。

2 総務課及び会計課の文書管理担当者は、前項の規定により文書が発送され

たときは、文書管理システムの文書施行簿に所要の事項を記載する。

（閣議請議書等の進達）

第13条閣議請議書等の進達は、各部が使送する方法によって行う。

2 各部の文書管理担当者は、閣議請議害等を進達したときは、総務課文書管

理担当者に進達した年月日を通知する。

3 総務課文書管理担当者は、前項の通知を受けたときは、公文件名簿に所要

の事項を記載する。

（決裁終了後の決裁文書の修正）

第14条決裁文書の内容を決裁終了後に修正することは、決裁文書の全部を

新たに起案して改めて111頁次決裁を経ること （以下この条において「修正のた

めの決裁」という。 ）をしなければ、 これを行ってはならない。

2 修正のための決裁には、修正前の決裁文書からの修正の箇所及び内容並び

に修正の理由を記した資料を添付しなければならない。

3 第1項の規定により、決裁文書のうち行政機関の意思決定の内容そのもの

が記載されている直接的な決裁対象となる文書（以下この条において「決裁

対象文書」という。 ）について修正を行った場合、その原本は、修正のため

の決裁により修正が行われた後の決裁対象文書とする。

4修正のための決裁を行った場合、決裁対象文書であって施行が必要なもの

については、次の各号に掲げる修正のための決裁が終了した時期の区分に応

じて、当該各号に定める文書番号及び施行日により施行するものとする。

(1) 修正前の決裁対象文書の施行日前修正前の決裁における文書番号及び

施行日
〃
ｆ
Ｊや



(2) 修正前の決裁対象文書の施行日以後修正のための決裁における文書番

号及び施行日

5 前項の規定にかかわらず、修正前の決裁文書のうち当該決裁の説明を行う

ために添付した資料のみを修正した場合には、当該決裁文書のうち決裁対象

文書であって施行が必要なものについては、修正前の決裁における文書番号

及び施行日により施行するものとする。

6 修正の内容が、客観的に明白な計算違い、誤記、誤植、脱字等軽微かつ明

白な誤りに係るものである場合には、第1項の規定にかかわらず、修正のた

めの決裁に係る手続を、別に総括文書管理者が定めるところにより、簡素化

することができる。

第3章行政文書及び保有個人情報の開示

（行政文書及び保有個人情報の開示の窓口）

第15条総務課に行政文書及び保有個人情報の開示の窓口を置く。

（開示請求に係る事務）

第16条総務課は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成11

年法律第42号）第4条の規定による行政文書又は個人情報保護法第13条

の規定による保有個人情報の開示の請求があったときは、情報公開開示請求

受付簿又は保有個人情報開示請求受付簿に所要の事項を記載した上、当該行

政文書又は当該保有個人情報を保有する部課に速やかに通知することとし、

当該部課は、総務課と連絡を取りつつ、適正に開示請求に係る事務を処理す

ることとする。

第4章補則

（細則）

第17条この訓令の施行に関し必要な事項は、別に総括文書管理者が定める。

附則

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則（平成26年12月8日内閣法制局訓令第5号）

この訓令は、平成26年12月10日から施行する。

附則（平成26年12月1

この訓令は、平成26年12月1

日内閣法制局訓令第8号）

日から施行する。

Ｆ
Ｏ
信
０

附則（平成29年3月31日内閣法制局訓令第2号）

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。



附則（平成29年5月12日内閣法制局訓令第3号）

この訓令は、平成29年5月30日から施行する。

附則（平成30年3月29日内閣法制局訓令第2号）

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則（平成30年9月3日内閣法制局訓令第3号）

この訓令は、平成30年9月3日から施行する。

附則（平成31年3月22日内閣法制局訓令第2号）

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則（平成31年4月25日内閣法制局訓令第6号）

この訓令は、元号を改める政令（平成31年政令第143号）の施行の日か

ら施行する。



別表第1 （第8条関係）

専決事項

｜＝ J だ~、ヨョ

哉員の俸給0

職員の箸 こ関する孵

言以上の燗
『 Emp､ ロー ヶローャロ己

の壹給率の狭・扉に関する三4 1艶

淫
α
菫

の
庁
ス

簔
彗
コ
ォ

且
幽
仰
嘩7）

部課 番号 決 裁 事 項 専決権者

共通事項

１
２
３
５

４

国会に対する資料等の提出に関する事項（軽易なものに限
る。 ）

質問主意書に対する答弁書に係る意見に関する事項（当局

合議に係るものを除く。 ）

行政文書及び保有個人情報の開示等に関する事項（開示決定

等のうち重要なもの、情報公開・個人情報保護審査会への

諮問及び不服申立てに対する決定を除く。 ）

特定秘密の保護に関する事項

(1) 苦情の受理及び処理並びに苦情処理担当者の指名に
関するもの

(2)通報の受理及びその処理並びに通報者の保護に関す
るもの（重要なものを除く。 ）

(3) 内閣法制局特定秘密保護規程において特定秘密管理
者が権限を有するものと定められているもの

(4) 特定秘密の保護に関する法律（平成25年法律第1
08号） 、特定秘密の保護に関する法律施行令（平成

26年政令第336号）又は特定秘密の指定及びその

解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図る

ための基準に掲げられた事項に関するもの（重要なも
のを除く。 ）

前各号に準ずる事項

部長又は総務

主幹

部長

部長又は総務

主幹

総務主幹

総務主幹

部長又は総務

主幹

部長又は総務

主幹

部長又は総務

主幹

各部関係

事項 １
２
３
４

各省庁に対する法律問題に係る意見及び回答に関する事項

憲法調査会関係資料の取扱いに関する事項

法律の公布の奏上の了承に関する事項

条約の公布に関する事項

長
長
長
長

Ｉ
１
１
Ｉ

立
口
立
口

立
口
立
口



非常勤職員の任免に関する事項６
７

次長

職員の研修に係る事項（第19号に掲げるものを除く。
（1） 参事官、課長、調査官又は公文書監理官に係るも
（2） 法令調査官、参事官補又は課長補佐以下の職員に
るもの

ｊ
の
係
項
員

次長

総務主幹

外部からの講師等への委嘱依頼に対する回答に関する季
（1） 参事官、課長、調査官又は公文書監理官以上の暗
に係るもの

（2） (1)以外の職員に係るもの

8

次長

総務主幹

各種審議会、調査会の委員、幹事等への委嘱照会に対す
回答に関する事項（再任に係るもの又は人事異動に伴う
任者に係るものに限る。 ）

9 次長る
後

職員の任用

る事項

俸給決定に係る人事院への審査の10 申請に関 す 総務主幹

退職手当の支給決定に関する事項

参与会の開催に関する事項（第24号に掲げるものを除
。 ）

1 1 総務主幹

総務主幹12 く

関係行政機関に対する協議、通知等及び関係行政機関か
の協議、通知等に対する処理に関する事項（第25号に
げるものを除く。 ）

13 総務主幹ら
掲

陳情、要望等の供覧及び回答に関する事項（第26号に
げるものを除く。 ）

14 掲 総務主幹

内閣法制局後援等の名義使用の承認のうち定例的なもの
関する事項

15 総務主幹に

国会答弁抄の作成等に関する事項16 総務主幹

総務課長職員の通勤手当、扶養手当、住居手当及び単
認定に関する事項

17 身赴任手当の

職員の児童手当の認定に関する事項

職員の研修に係る事項（軽易なものに限る。 ）

公用旅券の発給等に関する事項

各種証明書の発行に関する事項

職員の健康管理に関する事項

福利厚生に関する事項

参与会の会議費の使用に関する事項

18 総務課長

総務課長

総務課長

総務課長

総務課長

総務課長

総務課長

19

20

21

22

23

24

関係行政機関に対,する協議、通知等及び関係行政機関か
の協議、通知等に対する処理に関する事項（軽易なもの
限る。 ）

25 総務課長又

公文書監理

ら
に

は
官



5 1篭
のｲ共寶股び同碆

調
茄
も

(注）決裁事項の内容が他の部又は長官総務室に関係する場合には、必要に応じて関係部長
又は総務主幹に合議するものとする。

凸

長官総務

室会計課

関係事項

１
２
３
４
５
６
７
８

決算報告に関する事項

予算の移用、流用及び移管替えに関する事項

国家公務員等の旅費に関する法律（昭和25年法律第1 1
4号）第15条及び第46条の協議に関する事項

｡ ●

支出負担行為及び支払計画に関する事項

前渡資金の手持限度額及び手持保険額に関する事項

物品の管理に関する事項

国有財産の維持及び管理に関する事項

前各号に準ずる事項

総務主幹

総務主幹

会計課長

会計課長

会計課長

会計課長

会計課長

総務主幹又は

会計課長



別表第2 （第10条関係）

文書番号表

部 課 文書番号

長官総務室総務課

長官総務室会計課

第一部

第二部

第三部

第四部

内閣法制局総総第号

内閣法制局総会第号

内閣法制局一第号

内閣法制局二第号

内閣法制局三第号

内閣法制局四第号



様式第1号 公文件名簿

第 号

内閣官房

受付番号

主管部 第 部 主査 参事官

受 付
I■■ーq■■一一一一一一一ー1■■－4■■

月 日

決 裁
■ー一一．■■ー■■■ーq■■ q■■ 4■■ 1■■ 1■■ーー

月 日

進 達
4■■ q■■ 1■■ I■■ 1■■ーq■■ ｡■■ーd■■ q■■ ｡■■ ｡■■ー■

月 日

閣 議
4■■ーI■■ d■■ l■■ I■■ I■■一一1■■ ■■一一ｰ

月 日

請議大臣

署名大臣

国会提出 第 回国会第 号

件
名
区
分

ノ
ノ 月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

法律

公 布｜令和 月 日政令第年 号

条約

備考

Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
I



様式第2号 情報公開開示請求受付簿 年

番号 オンライン

申請番号

月日 開示請求者 件 名 主管

部課



様式第3号 保有個人情報開示請求受付簿 年

番号 オンライン

申請番号

月日 開示請求者 件 名 主管

部課



様式第4号

(文書処理上の記事） 文書
番号

受付

起案

決裁
(供覧）

施行

内閣法制局 第 号

令和年 月 日

令和年 月 日
『

令和年 月 日

令和年 月 日

浄 書

校 訂

発 送

起案者
係

電話 番

(件名）

内閣法制局


